
○
環
境
省
令
第
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日

環
境
大
臣

大
塚

珠
代

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
第
二
号
イ
中
「
令
第
一
条
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま

で
又
は
第
二
十
二
号
」
を
「
令
第
一
条
第
三
号
、
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
五
号
、
第
十
七
号
か
ら
第
十
九

号
ま
で
又
は
第
二
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
四
号
、
第
十
二
号
、
第
十
三
号
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号

ま
で
若
し
く
は
第
二
十
三
号
」
を
「
第
五
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
若
し
く
は

第
二
十
四
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
令
第
一
条
第
四
号
」
を
「
令
第
一
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。



第
五
十
九
条
第
二
項
第
二
号
中
「
令
第
一
条
第
二
十
四
号
」
を
「
令
第
一
条
第
二
十
五
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
二
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
三
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

様
式
第
十
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第十九（第六十七条第二項関係）

管理票 整理番号　　　　                    

年 月 日

汚染土壌の特定有害物質による汚染状態　（※該当欄に濃度又はレ点を記入）

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ ｔ ・ ㎏

自動車等の番号

□ 積替え場所 □ 保管場所

担当者氏名 ↓

年 月 日

自動車等の番号

□ 積替え場所 □ 保管場所

担当者氏名 ↓

年 月 日

自動車等の番号

汚染土壌処理施設の名称及び所在地

担当者氏名 ↓

年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日

処理終了年月日

運搬受託者から
の返送確認日

処理受託者から
の返送確認日

備考

ほう素及びその化合物

要措置区域等の
所在地

自動車等の番号及び運搬担当者の氏名 運搬区間

名称
所在地
許可番号

引渡しを受けた
者の氏名

処理担当者の氏
名

処理方法

引渡し年月日

積
替
え
又
は
保
管
場
所

名称及び所在地
所有者の氏名又
は名称
連絡先

名称及び所在地
所有者の氏名又
は名称
連絡先

1,3-ジクロロプロペン チウラム 鉛及びその化合物

汚染土壌
の重量

ジクロロメタン ＰＣＢ 砒素及びその化合物

テトラクロロエチレン ふっ素及びその化合物

1,1,1-トリクロロエタン

有機りん化合物

ベンゼン シアン化合物

1,1-ジクロロエチレン シマジン 水銀及びその化合物

ｍ３シス-1,2-ジクロロエチレン チオベンカルブ セレン及びその化合物

含有量基準
超過 汚染土壌

の荷姿
クロロエチレン 1,1,2-トリクロロエタン カドミウム及びその化合物

四塩化炭素 トリクロロエチレン 六価クロム化合物

汚染土壌
の体積

1,2-ジクロロエタン

溶出量基準
超過

第二溶出量
基準超過

溶出量基準
超過

第二溶出量
基準超過

溶出量基準
超過

第二溶出量
基準超過

交付担当
者の氏名

交付年月
日

住所及び連絡先
住所及び連
絡先

住所及び連
絡先

交付番号

管
理
票
交
付
者

氏名又は名称、
法人にあっては
代表者の氏名

運
搬
受
託
者

氏名又は名
称 処

理
受
託
者

氏名又は名
称



附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


